
 

1頁

○
総
務
省
告
示
第

号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
三
十
八
条
の
二
及
び
第
三
十
八
条
の
三

の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
五
年
郵
政
省
告
示
第
千
十
七
号
（
電
波
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
時
計
、
業
務
書

類
等
の
備
付
け
を
省
略
で
き
る
無
線
局
及
び
省
略
で
き
る
も
の
の
範
囲
並
び
に
そ
の
備
付
け
場
所
の
特
例
又
は
共
用
で

き
る
場
合
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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２頁 

  

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

一 

時
計
、
業
務
書
類
等
の
備
付
け
の
省
略 

 

次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
は
、
当
該
無
線
局
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
計
、
無
線
業
務
日

誌
又
は
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
書
類
の
う
ち
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
備
付
け

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

無
線
局
の
種
別 

省
略
で
き
る
時
計
、
業
務
書
類
等
の
範
囲 

一 

（一） 

地
上
基
幹
放
送
局
、
地
上
基
幹
放
送
試
験

局
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
船
舶
局
、
航
空

機
局
、
無
線
航
行
陸
上
局
、
無
線
標
識

局
、
海
岸
地
球
局
、
航
空
地
球
局
、
船
舶

地
球
局
、
航
空
機
地
球
局
（
航
空
機
の
安

全
運
航
又
は
正
常
運
航
に
関
す
る
通
信
を

行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
衛

星
基
幹
放
送
局
、
衛
星
基
幹
放
送
試
験

局
、
非
常
局
、
基
幹
放
送
を
行
う
実
用
化

試
験
局
、
標
準
周
波
数
局
及
び
特
別
業
務

の
局
（
無
線
局
根
本
基
準
第
七
条
の
三
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
無
線

局 

（二） 

無
人
方
式
の
無
線
設
備
の
局
（

（一）
の
無

線
局
を
除
く
。
） 

時
計 

［
略
］ 

 

一 

［
同
上
］ 

  

 

 

無
線
局
の
種
別 

省
略
で
き
る
時
計
、
業
務
書
類
等
の
範
囲 

一 

（一） 

地
上
基
幹
放
送
局
、
地
上
基
幹
放
送
試
験

局
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
船
舶
局
、
航
空

機
局
、
無
線
航
行
陸
上
局
、
無
線
標
識

局
、
海
岸
地
球
局
、
航
空
地
球
局
、
船
舶

地
球
局
、
航
空
機
地
球
局
（
航
空
機
の
安

全
運
航
又
は
正
常
運
航
に
関
す
る
通
信
を

行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
衛

星
基
幹
放
送
局
、
衛
星
基
幹
放
送
試
験

局
、
非
常
局
、
基
幹
放
送
を
行
う
実
用
化

試
験
局
、
標
準
周
波
数
局
及
び
特
別
業
務

の
局
以
外
の
無
線
局 

  

（二） 

無
人
方
式
の
無
線
設
備
の
局
（

（一）
の
無

線
局
を
除
く
。
） 

時
計 

［
略
］ 

 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 


